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新型コロナウイルス特集酒井 茂
活動ブログ 今回の新型コロナウイルス感染症に関する議員活動や考え方などをブログに載せました。一部を紹介

いたします。ブログは随時更新しておりますので、是非ご覧ください。

3/24火 新型コロナと医療機関の再編統合

　厚労省は現在公立・公的医療機関の再編統合（病
床の削減）を進めています。
　一方、新型コロナの感染患者への対応として、各
都道府県に対して病床の確保を要請しています。
　病院の再編統合問題では病床数を減らせと言い、
コロナでは病床を確保せよと言う、一体地方はどう
対応すればいいのでしょうか。
　コロナが収束したら、病院の再編統合はどうある
べきか慎重に検討すべきと思います。

　議会県民文化・健康福祉委員会の初委員会があり、
委員長として出席しました。
　委員からは、「感染者の住所地に関する情報は市
町村単位にすべき」「入院患者の受入体制について、
想定以上の患者が発生した場合にはどう対応するの
か？」「PCR検査の体制は十分か？」「医療現場
では、スタッフが心身ともに限界の中で頑張ってい
るが、今後は大丈夫か？」
などの質疑が出されました。

　新型コロナウイルス感染が生活に大きな影響を与
えていますが、今コロナと環境の問題が議論されて
います。今回の新型コロナウイルスの蔓延は、地球
環境破壊が生み出したとの指摘があります。
　コロナウイルスは動物が起源とされ、コウモリ由
来のウイルスが別の動物を介して人に感染したと見
られています。環境破壊を食いとめ、感染症の拡大
を防がなければなりません。
　今我々に求められているのは、環境に関する「行
動変容」です。

　4月6日に市内で献血をしました。
　政府が外出自粛を求めた２月下旬から、献血の減
少傾向が加速しています。
　このままの状態が続けば、全国的にも輸血用の血
液の供給に影響が出てしまいます。
　コロナが蔓延しようとも、輸血を必要とする人に
とっては献血の減少は命にかかわる問題です。
　是非多くの皆さんの協力をお願いします。

4/1水 新型コロナと喫煙
　喫煙は新型コロナの感染により重症化すると報告
されています。また受動喫煙の場合も同様です。
　禁煙や受動喫煙の防止は、新型コロナの感染防止
や重症化対策には大きな効果があると思います。
　私は、受動喫煙の防止のために学校の敷地内での
全面禁煙の早期実施などを訴えて、平成28年9月と
平成31年2月の2回にわたり、県議会定例会で一般
質問を行い、昨年4月には大幅に改善されました。

4/6月 新型コロナと献血

4/8水 新型コロナ対策会議を開催
　自民党県議団の政調会（酒井は副会長）が開催さ
れ、新型コロナに関する知事要望について検討しま
した。この検討結果に基づき、自民党県議団から知
事に要望書が提出されました。
　「医療機関や社会福祉施設等への医療用資材の供
給」「緊急事態宣言地域から県内へ移動した人の2
週間の外出自粛要請」「感染者に関する適切な情報
提供と住所地を市町村単位で公表」などを要望しま
した。

4/9木 新型コロナと環境 4/13月 新型コロナとマスク
　医療機関ではマスクの不足が常態化しており、医
療スタッフの健康が守られるのか非常に不安です。
マスクの他消毒薬・防護服などの医療用資材も不足
し、医療現場では悲鳴を上げています。
　「感染症緊急経済対策」には、安倍首相の肝入り
の「全世帯布製マスク２枚を配布」する予算 466
億円も計上されていますが、この予算が適当かどう
か、国会で議論されています。緊急度の高いところ
から十分なマスクが配布されるよう望みます。

4/14火 議会委員会で新型コロナに関して審議 4/15水 新型コロナと国の責任
　「感染が拡大したのは、国の責任なのか？」とい
う議論が起きています。憲法第25条第1項には、「す
べての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営
む権利を有する」と規定しており、さらに第２項には、
「国は、公衆衛生の向上及び増進に努めなければな

らない」と規定して
います。
　このことから、コ
ロナの感染拡大の防
止やコロナの絶滅に
関して、国には責任
があるということに
なります。
　国は責任を自覚し、
感染拡大防止に向け
たあらゆる施策を総
動員していただきた
いと考えます。

4/22水 新型コロナと規制緩和

　医療現場ではマスク・ガウン・消毒用液などが不
足し、このままだと医療崩壊が起きてしまいます。
人工呼吸器も不足しています。
　アルコール消毒液は「薬機法」によりメーカーの
新規参入が困難です。人工呼吸器は「薬機法」によ
り製造販売をするには審査を受けなければならず、
新規参入が困難です。
　緊急事態であるにも関わらず、政府の規制緩和が
進んでおらず、コロナ対策に遅れが出ています。ス
ピード感をもって各種規制を緩和して欲しいと思い
ます。
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県医療審議会で発言

伊那中央病院（新型コロナPCR検査事前外来）

県議会環境条例検討会議

県民文化・健康福祉委員会の様子


